
平
山
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

（
有
田
川
町
）に
併
設
し
て
い
る
、

病
児
保
育
室「
こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
」

の
令
和
３
年
度
分
の
登
録
受
付

を
開
始
し
ま
す
。（
事
前
登
録

は
、
年
度
毎
必
要
で
す
。）

◆
対
象
（
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
子
）

①
湯
浅
町
に
住
所
を
有
す
る
こ
と

②
生
後
６
か
月
〜
小
学
６
年
生

ま
で

③
保
護
者
の
方
が
、
お
仕
事
、

病
気
、
冠
婚
葬
祭
等
の
理
由

で
、
家
庭
で
の
保
育
が
困
難

な
状
況
で
あ
る
こ
と

◆
対
象
と
な
る
病
気

①
風
邪
、
下
痢
な
ど
、
子
ど
も

が
日
常
的
に
か
か
る
病
気

②
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
お
た
ふ

く
か
ぜ
、
水
痘
な
ど
の
伝
染

性
疾
患
（
麻
疹
は
除
く
）

③
喘
息
な
ど
の
慢
性
疾
患

④
骨
折
、
熱
傷
な
ど
の
外
傷
性

疾
患

病
児
・
病
後
児
保
育
と
は

お
子
さ
ん
が
病
気
ま
た
は
そ
の

回
復
期
に
あ
っ
て
保
育
所
等
に
預

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
保
護
者
の

方
が
仕
事
な
ど
の
た
め
、
家
庭
で

保
育
が
出
来
な
い
場
合
、
一
時
的

に
お
預
か
り
し
ま
す
。

＊
医
師
に
よ
り
、
受
入
が
不
可
能

と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
利
用
で

き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、
教
育
委
員
会
幼

児
教
育
係
、
ま
た
は
、
こ
ぐ

ま
ク
ラ
ブ
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

湯
浅
町
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
は
、
毎
年
４

月
１
日
に
更
新
し
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら
、

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

令
和
３
年
度 

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
を
発
送
し
ま
す

令
和
３
年
度　

病
児･

病
後
児
保
育
事
業
登
録
申
込
の
ご
案
内

被
保
険
者
証

特
定
健
診
受
診
券

送
付
対
象
者

す
べ
て
の
被
保
険
者

40
〜
74
歳
ま
で
の

被
保
険
者

被
保
険
者

証
等
の
色

青　
　

色

う
す
い
水
色

送
付
時
期

３
月
中
旬
か
ら
順
次

送
付
方
法

簡
易
書
留

使
用
可
能
日

４
月
１
日
㊍
〜

※
配
達
時
に
ご
不
在
の
場
合
は
、配
達
さ
れ
ず
に
郵
便
局
で

一
時
保
管
さ
れ
、不
在
票
が
投
函
さ
れ
ま
す
。不
在
票
に
つ

い
て
は
湯
浅
郵
便
局
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
郵
便
局
で
の
保
管
は
３
月
31
日
ま
で
で
す
。３
月
中
に
受

取
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、４
月
１
日
以
降
、役
場
窓
口
で
お

渡
し
し
ま
す
。本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
ま
た
は
運
転
免
許
証
な
ど
）を
持
参
の
う
え
お
越

し
く
だ
さ
い
。

※
現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証（
ピ
ン
ク
色
）や
、使
用
さ
れ

な
か
っ
た
特
定
健
診
受
診
券（
黄
色
）は
４
月
１
日
以
降
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、役
場
へ
ご
返
却
い
た
だ
く
か
、細
か

く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

健
康
福
祉
課
健
康
推
進
係（
８
番
窓
口
）
☎
６
４
・
１
１
２
０

問 
教
育
委
員
会
幼
児
教
育
係（
20
番
窓
口
）
☎
６
３
・
１
１
１
１
／
病
児
保
育
室「
こ
ぐ
ま
ク
ラ
ブ
」
☎
５
２
・
８
６
６
７

世帯区分 利用料金
生活保護世帯 無料

前年度分の市町村民税
非課税世帯 １日 1,000円（半日500円）

その他の世帯 １日 2,000円（半日1,000円）

◆利用料金（１日あたり）

※半日とは、8：30～12：30 または 13：00～17：30まで
※利用料金の助成について：病児保育に係る利用料の一部を助成
します。該当する方には、年度末までに申請書を送付します。

事
前
登
録
の
流
れ

登録申請書提出 利　用　者

◆
利
用
時
間

　

８
時
30
分
〜
17
時
30
分

（
土
・
日
・
祝
・
そ
の
他
平

山
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
休

診
日
は
お
休
み
で
す
。
）

手
続
き
は
、
湯
浅
町
教

育
委
員
会
に
母
子
手
帳

と
印
鑑
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

8令和３年３月

★
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
の
有
効

化
措
置
（
フ
ィ
ル
タ
リ
ン

グ
ソ
フ
ト
や
Ｏ
Ｓ
の
設

定
）
を
講
じ
る
こ
と
。

こ
の
機
会
に
保
護
者
は
、

子
ど
も
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
利
用
に
よ
る
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
の
犯
罪
や

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な

い
た
め
に
も
次
の
こ
と
を
検

討
し
ま
し
ょ
う
。

①
積
極
的
な
あ
ん
し
ん
フ
ィ

ル
タ
ー
の
利
用
を

あ
ん
し
ん
フ
ィ
ル
タ
ー
機

能
は
不
用
意
に
違
法
ま
た

は
有
害
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

し
な
い
よ
う
に
す
る
機
能
で
、

事
件
や
ゲ
ー
ム
に
よ
る
課
金

ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
る

可
能
性
を
少
な
く
す
る
た

め
、
子
ど
も
の
年
齢
や
使
い

方
、
判
断
力
に
応
じ
て
、
４

段
階
の
中
か
ら
選
ぶ
だ
け

で
利
用
で
き
ま
す
。
レ
ベ
ル

の
変
更
や
、
利
用
し
た
い
サ

イ
ト
・
ア
プ
リ
ご
と
の
許
可

（
追
加
）
、
on
／
off 
の
切
り

替
え
も
簡
単
に
で
き
ま
す
。

新
入
学
の
シ
ー
ズ
ン
を

迎
え
、
子
ど
も
用
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
の
携
帯
電
話
の

契
約
を
予
定
し
て
い
る
保

護
者
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
整
備
法
で
は
、
携
帯
電

話
会
社
と
契
約
代
理
店
に
は
、

新
規
の
携
帯
電
話
回
線
の
契

約
時
お
よ
び
機
種
変
更
・
名

義
変
更
に
伴
う
携
帯
電
話
回

線
契
約
の
変
更
時
に
、
次
の

よ
う
な
義
務
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

★
契
約
締
結
者
ま
た
は
携
帯

電
話
端
末
の
使
用
者
が
青

少
年
（
18
歳
未
満
）
か
確

認
す
る
こ
と
。

★
契
約
締
結
者
ま
た
は
携
帯

電
話
端
末
の
使
用
者
が
青

少
年
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
保
護
者
に
対
し
て
、

青
少
年
が
青
少
年
有
害
情

報
の
閲
覧
を
す
る
可
能
性

が
あ
る
旨
お
よ
び
フ
ィ
ル

タ
リ
ン
グ
の
必
要
性
と
内

容
を
説
明
す
る
。

※
平
成
29
年
３
月
よ
り
、

N
T
T
 d
ocom

o

、au

（K
D
D
I

）
、SoftB

ank

の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
名
称

が
「
あ
ん
し
ん
フ
ィ
ル
タ

ー
」
に
統
一
さ
れ
ま
し
た
。

②
話
し
合
い
に
よ
る
家
庭
で

の
ル
ー
ル
づ
く
り

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

す
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
の

年
齢
や
判
断
力
に
合
わ
せ
た

手
助
け
が
必
要
で
す
。
そ
こ

で
、
子
ど
も
の
能
力
・
発
達

お
よ
び
日
常
生
活
に
見
合
っ

た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
使
い

方
を
、
家
庭
で
話
し
合
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

重
要
な
の
は
、
子
ど
も
が

納
得
で
き
る
ル
ー
ル
を
決
め

る
こ
と
。
ま
た
、
ル
ー
ル
を

守
れ
な
か
っ
た
時
の
た
め
の

対
応
も
話
し
合
っ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
Ｓ
Ｎ

Ｓ
な
ど
の
不
適
切
な
利
用

に
よ
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
、

注
意
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て

あ
げ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

３月は『別れ』と『旅立ち』の月です。子ども達が希望に満
ちた将来に向かい、新しい一歩を踏み出そうとしています。し
かし、「期待」と「不安」の入り混じった月でもあります。
子ども達が希望に満ちた未来に向かい、良い旅立ちができ

るよう地域全体で支え合い、子ども達が安全で安心して過ご
せるようにご協力をお願いします。

地域での見守りに協力を

青少年の安心・安全な
スマートフォン
利用のために

問  湯浅町少年センター（教育委員会内）☎63-1111

9 令和３年３月


